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は じ め に

も　り

　森林は、木材等の林産物を供給するだけではなく、清らかな水や空気を生み出し、更には、

地球温暖化や土砂災害の防止にも貢献するなど、私たちの快適で安全・安心な暮らしになくて

はならない「緑の社会資本」です。

　県におきましては、この森林を健全な姿で次世代に引き継いでいくため、平成 17 年度に森

林環境税を導入し、「森をつくる」「木をつかう」「森とくらす」の三つの分野において、各種施

策を展開してきました。

　また、森林環境税の第３期目となる平成 27 年度から令和元年度においては、森林が有する

多面的な機能が高度に発揮されるよう間伐主体の森林整備、木質バイオマスの利用促進やＣＬ

Ｔ建築物の建設支援、青少年を対象とした自然保護活動体験の実施などに力を注いできたとこ

ろです。

　こうした取り組みによって、県民の森林に対する意識は高まり、「県民参加の森林づくり」

は着実に進展していますが、依然として、森林の持つ機能・役割は日々増大しており、森林の整備・

活用の加速化を図っていく必要があることから、県民の皆様の御理解を賜り、第４期として、

森林環境税を令和６年度まで継続することといたしました。

　本書は、令和元年度の実績を取りまとめたものであり、ぜひ御一読いただき、本県の森林環

境税への御理解と、森林に対する関心を更に深めていただければ幸いに存じます。

　今後とも、県民共有の財産である森林を守り、育てていくため、効率的、効果的な事業推進

に努めて参りますので、皆様方におかれましては、一層のお力添えを賜りますようお願い申し

上げます。

令和２年７月

愛媛県知事　中村時広

〈愛称〉E～もりくん

デザイン 池田　正誉
いけだ まさよ

たかつき ゆうま

愛　称 高月　悠馬

「E～もりくん」は、森林環境税の普及啓発用シンボルマークです。平成20
年10月に本県で開催された「第32回全国育樹祭」のシンボルマークとし
ても活躍いたしました。





えひめ山の日の啓発 自然観察会 放置竹林の整備

木工体験森林に関する講座伐採体験 炭焼き体験
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Ⅰ 森林環境税導入の経緯 

 

１ 森林の働き 

(1) 森林の持つ機能の種類 

森林は、土砂の流出や崩壊を防ぐ機能、洪水や

渇水を緩和する機能、風害や潮害を防ぐ機能、騒

音や気候を緩和する機能、安らぎや憩いの場、教

育的利用の場を提供するなどの保健・文化・教育

的な機能、再生可能で環境に与える負荷も少ない

木材の生産機能などを有しており、有形・無形に

古くから私達の生活と深く関わっています。 

特に最近では、地球温暖化防止に寄与する二酸

化炭素を吸収・貯蔵する機能や多種多様な動植物

の生息・生育の場を提供する生物多様性を保全す

る機能についても国際的に関心が高まりつつあ

るなど、森林に対する期待は多様化・高度化してきています。 

 

 

 

(2) 森林の機能の評価 

森林の機能については、本来、そのすべてを数値で評価することは不可能とされています

が、金額に置き換えることが可能な一部の公益的機能については、平成1 2年 9月に林野庁か

ら7 4兆 9,900億とその評価額が公表されており、同じように愛媛県内の森林に置き換え算定

したところ、1兆 1,267億円となっています。 

     また、平成1 3年1 1月に日本学術会議が農林水産大臣に答申した「地球環境・人間生活にか

かわる農業及び森林の多面的な機能の評価」では、年約7 0兆円と算定されています。 

   ただし、「森林の機能は総合的に発揮されるため、森林の価値を個々に評価し、単純に集

計することは、森林の本質を正しく伝えられない可能性がある」こと、また「ひとつの機能

を評価した場合、それ以外の機能が無視される傾向がある」ことなどに注意する必要がある

としています。 

 

 

 

 

森林の持つ機能 

 

 

森林の持つ  

機  能 

水源かん養 

・渇水緩和  

・洪水緩和  

・水質保全 

生活環境保全 

保健文化 

山地災害防止 

木材等生産 

・  
 
・土砂崩壊防止  

・土砂流出防止  

・なだれ防止  

・落石防止  

・浸食防止 

・レクリエーション・ 

保養教育の場の提供  

・景観の提供  

・野生生物の生息環境の保全  

・遺伝子資源の保全 

 
 
 
 
・湿度維持  
・CO2吸収  
・酸素供給  
・気温緩和  
・霧害・飛砂・風害  
・潮害・騒音防止  
・塵埃吸着  
・火災延焼防止 

・木、竹材生産  

・茸、山菜、薬草等生産 

（資料：森林ハンドブック’98） 

保健文化 木材等生産 水源かん養 
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評価額は、平成 12 年度に林野庁で実施した評価手法を用いて試算したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 愛媛の森林の現状 
               

(1) 愛媛の森林の特徴 

愛媛の森林面積は、令和元年度末現在、県総土地面積567,616haの71％に当たる401,138ha

となっており、うち民有林面積の占める割合が90％、残り10％を国有林が占めています。民

有林における人工林率は、戦後の積極的な植林によって61％（221,087ha）となっており、

その内訳はスギ48％（105,462ha）、ヒノキ49％（108,608ha）、マツその他3％（7,017ha）

となっています。 

また、県内の森林から伐り出されている素材の生産量は、令和元年末現在で533千ｍ3で全

国第12位となっています。 

 

ス ギ ：105,462ha 48% 
ヒノキ ：108,608ha 49% 
ﾏﾂその他： 7,017ha  3% 
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(2) 愛媛の森林の変遷 

次に時系列で愛媛の森林の概要

を見ると、令和元年の民有林森林

面積は昭和50年の359,611haに対

して359,798haと横ばいであるが、

森林の蓄積（立木の体積）は、昭

和50年の約3,362万ｍ3に対して令

和元年には1億581万ｍ3と約3.1倍

に増加しています。このうち、人

工林では植林による面積の増加や

間伐などの保育作業の実施による

植栽木の成長により蓄積は4.5倍に

増加しています。 

この人工林の年齢構成を齢級別

に見ると、昭和20年代から50年代に

植えられた充実期を迎えた46年～

70年生の森林が158,441haと最も多

く、また、除伐や間伐が必要な16年

～45年生の森林が人工林面積の

18％（39,301ha）を占めています。 

 
(3) 森林・林業を取り巻く状況 

人工林の拡大は、昭和3 0年代における豊富な農山村の労働力等に支えられ、全国的な広が

りを見せましたが、高度経済成長期に増加した急激な木材需要に応じるには、当時は若齢で

あり、利用可能な人工林が少なかったことなどから、外国産材の輸入が行われるようになり

ました。 

このため、現在は、若干回復傾向にはありますが、ピーク時では８割強を外国産材に頼っ

てきたとろです。また、農山村から都会への人口流出、更には木材を代替する建築資材の台

頭や住宅着工戸数の減少などの社会的要因とともに、木材生産に欠かせない林道等の基盤整

備、機械化の遅れ、木材価格の下落等により、木材生産の採算が合わない厳しい状況が続い

ております。このような理由から、造成された人工林も次第に管理不足や放置されるように

なってきており、人工林は今、活力を失いつつあります。

 
 

戦後の荒廃した山林 人工造林の拡大 人工林の荒廃 
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これらの森林を守ってきた林家の林業経営状況等を見ると、県内の山元立木価格は、ス

ギ・ヒノキともにピーク時だった昭和 55 年以降ずっと下落しており、1ｍ3（柱に加工され

る長さ 3ｍの丸太では 20本程度）当たりの立木価格は令和元年でスギ約 2,600円、ヒノキ

約 6,100円程度と、昭和 50年のスギ約 20,500円、ヒノキ約 36,700円に比べてそれぞれ 13％、

17％にまで下落しています。昭和 50年当時の物価水準を考えると価格の低下は著しいもの

と言わざるを得ません。 

一方、林家と共に林業の担い手である県内の林業事業体（森林組合・会社・第3セクター・

個人）の数及び雇用労働者数は、平成7年には287事業体（1事業体当たり平均雇用労働者数

7．1人）、2,034人が、令和元年には99事業体（1事業体当たり平均雇用労働者数10.3人）、

977人にまで減少しています。 

このような状況を反映して、平成 12年度に県が行った放置された森林の実態 

調査によると、人工林（針葉樹）の約 30％にあたる 63,000haが、概ね 10年間手入れ 

されていないという結果となり、この対策として、平成 14年度から（公財）愛媛の 

森林基金が事業主体となり、森林所有者に代わって間伐を行う｢公的管理｣による放置 

森林の整備を実施し、平成 23年度末までに 4,897haの人工林で間伐を行っておりま 

す。 
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３ 森林環境税導入の必要性 

  

森林は、県土の保全や山地災害の防止、水資源のかん養など多様な機能を有しており、これら

の機能の健全な発揮に対する県民の期待は一層高まるとともに、地球温暖化問題や自然との共生

のあり方への関心の高まりを背景として、二酸化炭素の吸収、生物多様性の保全機能や保健文化

的利用の場の提供など、森林の多面的機能の発揮がより一層求められています。 

森林を有する多くの山村地域においては、林業という生業を通じて森林整備を推進するとともに、

雇用の場の確保が図られ、地域の活性化に大きく寄与してきましたが、外材輸入、木材価格の低迷、

さらには、過疎・高齢化により、森林整備を担ってきた多くの山村集落は限界集落への道を辿りつ

つあり、健全な山村社会を形成するためには、将来にわたり持続的に森林を維持・管理する担い手

の確保や林業の振興が急務となっています。 

  このため、愛媛県では、平成 13 年を「森林そ生元年」と位置付け、森林の環境資源として

の役割を重視し、多様な森林づくりと県産材の利用促進に取り組み、さらに平成 17年度から

は、それまでの「森林そ生対策」をさらに進め、県民共有の財産である森林を「県民全体」

で守り育てていくため、県民参加による「森林環境の保全」と「森林と共生する文化の創造」

を目的とする森林環境税を導入しました。 

  第１期森林環境税（H17～H21年度の５カ年間）では、 

○すべての県民の参加によって 

○森林を守り、健全に育つことができるよう手助けし 

○その働きをすべての県民が理解し、かつ主体的に享受する 

  として、県民参加の森林づくりをテーマに「森をつくる」「木をつかう」「森とくらす」ための

具体的な取り組みを推進し、第 1期が終了した平成 21年度末には、３つの成果指標に対して、

6,309ha の森林整備、約 27,000ｍ3の木材使用、約 629,000 人の県民参加など目標を大きく上

回る成果を残すことがきました。 

 

【第 1期森林環境税を活用した事業の成果指標と目標値（Ｈ17～Ｈ21の 5カ年間】 

   

 

 

また、第２期森林環境税（H22～H26年度の５カ年間）では、未だ整備されていない森林が多く

存在している状況であることから、 

   ○県民参加のもと森林整備の拡大と加速化を進める 

   ○森林資源の徹底した活用により、森林整備の担い手である林業の再生を図る 

 として、第１期と同様、「森をつくる」「木をつかう」「森とくらす」に区分して取り組みを推進し、

 

 

林業専業労働者の推移 
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第２期が終了した平成 26年度末には、３つの成果目標に対して、9,920haの森林整備、約 140,000

ｍ3の木材使用、約 660,000人の県民参加の実績となり目標を概ね達成することができました。 

【第２期森林環境税を活用した事業の成果指標と目標値（Ｈ22～Ｈ26の 5カ年間】 

さらに、第３期森林環境税（H27～R元年度の５カ年間）では引き続き、 

○県民参加のもと森林整備の拡大と加速化を進めるとともに、獣害対策にも重点を置く

○森林資源の徹底した活用により、森林整備の担い手である林業の再生を図る

として、第１期、第２期と同様、「森をつくる」「木をつかう」「森とくらす」に区分して取り組み

を推進し、第３期が終了した令和元年度末には、３つの成果目標に対して、7,461haの森林整備、

約 480,000ｍ3の木材使用、約 1,030,000人の県民参加の実績となり目標を概ね達成することがで

きました。 

【第３期森林環境税を活用した事業の成果指標と目標値（H27～R元の 5カ年間】 
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